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  既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引き込みを要する場合、兵
庫県では補修や引き込み工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供
給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及
び供給処理施設の管理者等にお問い合わせのうえ、各自で対応してくだ
さい。

供給施設の整備状況

　町立佐用小学校　

北　へ約２．１km

　佐用町コミュニティバス「佐用
町役場」バス停

西　へ約５３０ｍ

公 共 施 設

交 通 機 関

西　へ約６００ｍ　佐用町役場

　ＪＲ姫新線・智頭急行「佐用」駅

兵庫県景観の形成等に関する条例

北西へ約５００ｍ

西　へ約６００ｍ

バ ス

参
 
考
 
事
 
項

（現地からの直線距離）

１　一般住宅のほか小規模店舗等もみられる住宅地域に所在しています。

２　敷地南側に関西電力㈱の電柱等があります。

５　当該敷地内の残置物は、全て現況のまま引き渡します。県はこれらの点検、修繕、取
替、移設､撤去､関係者との交渉・調整、費用負担等は行いません 。

　　　有……敷地内に管等が引き込まれている場合
　　　可……前面道路まで、もしくはその地域に引き込まれている場合
　　　無……その地域で供給されていない場合

４　地耐力調査、埋設物調査及び土壌汚染調査は実施していません。また、今後も県では
これらの調査を実施しないほか、同調査費用の請求も応じられません。仮に地中埋設物等
が発見され、土地利用に支障が生じた場合であっても、県では埋設物等の撤去、撤去費用
の請求及び損害賠償請求等に応じられません。現状有姿での売却であり、県は、土地等そ
の他一切の契約不適合責任を負いません。物件の状況や法令上の規制等については、必ず
入札参加者ご自身において、調査確認を行ってください。

３　埋蔵文化財包蔵地（佐用陣屋跡地及び上方万願寺跡地）に含まれている可能性があり
ます。建物等の建築・土木工事にあたっては、文化財保護法による届出が必要となりま
す。また、工事計画の内容によっては、工事に先立ち発掘調査等が必要な場合がありま
す。詳しくは、佐用町教育委員会教育課企画総務室（電話：0790-82-2424）にお問い合わ
せください。
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